
1100令和４年７月号

～地域の皆さんへ～
・地域で巡回パトロールを行うなど、子どもを犯罪被害から守る取り組み
　を広げましょう。
・町内会などで行う防犯活動に、積極的に参加しましょう。
・子どもは「地域の子」として目を配りましょう。
・１人で遊んでいる子どもや不自然な子ども連れを見かけたら、ためらわ
　ずに一声かけるようにしましょう。
・登下校の時間帯にあわせて犬の散歩や買い物に出かけるなど、日常から
　防犯意識を持ちましょう。

　子どもが犯罪に巻き込まれるのは、ほとんどが登下校時や公園などで遊んでいるときです。これまでも、

下校途中の児童生徒が不審者から声をかけられたり、追いかけられたりするなどの情報が寄せられています。

　犯罪から子どもを守るとともに、青少年の健全育成を進めるためには、学校や警察だけでは限界があり、保

護者・地域の皆さんの協力がたいへん重要となります。安全・安心な学校・地域づくりのために市民の皆さ

んのご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜青少年センター・社会教育グループ　緯４２-４２２３＞
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～保護者の皆さんへ～
　市・教育委員会・青少年センターでは、防犯協会の全面的な協力を得て、青色防犯パトロールを実施し、
子どもたちの安全確保のために活動しています。
・子どもと一緒に防犯活動に参加し、犯罪から身を守る教育をしましょう。
・少しでも危険を感じたときは、走って逃げたり、大声で助けを求めたりすることを子どもに教えましょう。
・子どもといっしょに「こども110番の家」の場所を確認しておきましょう。
・子どもが出かけるときは、必ず行き先や帰る時間などを告げさせましょう。
・危険な目に遭ったときは、親に必ず話すよう子どもに指導しましょう。
・不審者を見かけたり、不審な情報を聞いたりしたときは、警察や学校へ連絡しましょう。市民の皆さん一人
　ひとりの協力で子どもたちを守りましょう。

電話番号会　長　名町内会・自治会名電話番号会　長　名町内会・自治会名

42-4664 山 　 川 　 義 　 信 
やま かわ よし のぶ神威神楽岡町内会42-5567 丸 　 山 　　　 明 

まる やま あきら上歌新栄町自治会

42-4646 小 　 島 　 忠 　 勝 
こ じま ただ かつ美山町内会42-4353 橋 　 詰 　 秋 　 彦 

はし づめ あき ひこ東光町内会

42-4876 須 　 貝 　　　 勉 
す がい つとむ中村町内会42-6016 川 　 野 　 敏 　 夫 

かわ の とし お本町・川向町内会

42-5399 水 　 野 　 孝 　 行 
みず の たか ゆき中央地区自治会42-6310 工 　 藤 　 孝 　 司 

く どう こう じ本町第一町内会

42-5022 女 　 鹿 　　　 聡 
め が さとし文珠第一町内会42-2488 柴 　 田 　 幸 　 子 

しば た さち こ本町第二町内会

42-4502 山 　 崎 　 輝 　 男 
やま ざき てる お文珠第二町内会42-5254 三 　 浦 　 茂 　 実 

み うら しげ み歌神川向町内会

42-2261 大 　 屋 　　　 功 
おお や いさお文珠新泉町町内会42-3384 稲 　 田 　　　 穣 

いな だ みのる歌神町内会

42-3542 有 　 惠 　 洋 　 子 
あり え よう こしらかば町内会42-5310 山 　 崎 　 数 　 彦 

やま ざき かず ひこ歌神市街町内会

42-4675 澤 　 田 　 季 　 孝 
さわ だ すえ たか文珠第三町内会42-4848 三 　 戸 　 満 　 雄 

さん のへ みつ お神威町内会

※名簿は令和４年６月１日現在のものです。〈順不同・敬称略〉

令和４年度町内会・自治会長のご紹介
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●東光地区　３か所
・歌志内運送(株)
・東光児童館
・セイコーマート歌志内東光店

●本町地区　16か所
・歌志内市コミュニティセンター
・(有)古川履物店
・歌志内商工会議所
・(株)吉田組
・歌志内市郷土館ゆめつむぎ
・歌志内郵便局
・畔地生花店
・歌志内市消防本部

・明円工業(株)本社
・明円工業(株)歌志内給油所
・(有)明和運輸
・(株)和泉組
・(株)加藤電機商会
・まるたか電機
・連合北海道歌志内地区連合会
・歌志内市役所

●歌神地区　3か所
・光生舎クリーンセブン
・西出興業(株)歌志内給油所
・木村精肉店

●神威地区　９か所
・イワタニセントラル北海道(株)
　歌志内営業所
・神威児童センター
・経塚工業㈱歌志内営業所
・(株)藤樹園
・さとうモータース
・永田商事(株)
・神威郵便局
・きよえ美容室

・(有)マルサ酒井商店

●中村地区　3か所
・道の駅うたしないチロルの湯
・(有)シバ洋品店
・歌志内市民体育館

●文珠地区　11か所
・加藤建設(株)
・(有)安田総合保険企画
・文珠郵便局
・セイコーマート歌志内店
・大栄産業(株)北海道事業所
・水島建設工業(株)
・(株)葛西建設工業
・給食センター
・(有)ケア・サポート21
・プログリーンインドアパークゴ
　ルフ場
・歌志内市社会福祉協議会　　

　全45か所

～万一の駆け込み所を確認しておきましょう～
　防犯協会・青少年センタ－・赤歌警察署では合同で、市内の商店や事業所などに、万一の場合に子ども駆
け込み所となることを依頼しています。
　これが「こども110番の家」で、犯罪やトラブルに巻き込まれそうになった子どもが、周囲の大人にすぐ、
助けを求めることができるようにするための取り組みです。
　「こども110番の家」に協力している商店などにはプレ－トが掲げられ、危険を感じて助けを求めてきた子
どもを保護し、警察などに通報してくれることになっています。下記の「こども110番の家」が地域のどこ
にあるのか親子で確認し、助けの求め方などについて話し合っておきましょう。

▲このプレートが目印です

●
Ｓ
Ｆ
マ
ー
ク
付
き
の
花
火
を
使

用
し
ま
し
ょ
う

　
公
益
社
団
法
人
日
本
煙
火
協
会

の
厳
正
な
検
査
に
合
格
し
た
花
火

に
は
Ｓ
Ｆ
マ
ー
ク
が
貼
付
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
花
火
を
安
全
に
楽
し
む
た
め

に
 Ｓ
Ｆ
マ
ー
ク
が
貼
付
さ
れ
た

花
火
を
購
入
し
ま
し
ょ
う
。

※
国
内
を
流
通
す
る
国
産
・
輸
入

　
品
の
お
も
ち
ゃ
花
火
に
は
左

　
記
マ
ー
ク
が
あ
り
ま
す
。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
夏
の
風
物
詩
と
言
え
ば
、「
花

火
」
で
す
。

　
ご
家
族
や
お
友
達
な
ど
と
色
と

り
ど
り
の
花
火
を
楽
し
む
方
も
多

い
と
思
い
ま
す
が
、
花
火
の
原
料

に
は
火
薬
が
使
わ
れ
て
お
り
、
取

り
扱
い
を
誤
る
と
火
災
や
、
や
け

ど
な
ど
の
事
故
に
つ
な
が
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

　
楽
し
い
夏
の
思
い
出
と
す
る
た

め
に
、
ル
ー
ル
と
マ
ナ
ー
を
守
っ

て
安
全
に
楽
し
み
ま
し
ょ
う
。

①
花
火
を
人
や
家
に
向
け
た
り
、

燃
え
や
す
い
も
の
の
そ
ば
で
遊

ば
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

②
一
斉
に
た
く
さ
ん
の
花
火
に
火

を
つ
け
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

③
子
ど
も
だ
け
で
は
遊
ば
な
い
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。

④
水
バ
ケ
ツ
を
用
意
し
、
遊
び
終

わ
っ
た
花
火
は
必
ず
水
に
つ
け

消
防
本
部
予
防
・
保
安
グ
ル
ー
プ
☎
4
2-

3
2
5
5

消
防
本
部
か
ら
の
お
知
ら
せ

花
火
は
楽
し
く
安
全
に

遊
び
ま
し
ょ
う
！

ま
し
ょ
う
。

⑤
風
の
強
い
日
は
、
花
火
を
し
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。SFマーク

（Safety Fireworks）



1122令和４年７月号

現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
」（
以
下
「
保
険
証
」
と
い
い
ま
す
）
の
有
効
期
限
が
令
和
４
年
７
月

日
を
も
っ
て
満
了
と

３１

な
る
た
め
、
８
月
以
降
は
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
７
月
中
に
新
し
い
保
険
証
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
お
手
元
へ
届
き
ま
し
た
ら
、
古
い
保
険
証
を

廃
棄
し
て
く
だ
さ
い
。
新
し
い
保
険
証
の
色
は
黄
色
に
変
わ
り
ま
す
。

な
お
、
窓
口
負
担
割
合
の
見
直
し
に
伴
い
、
新
し
い
保
険
証
の
有
効
期
限
は
令
和
４
年
９
月

日
ま
で
と
な
り
、

月
以
降
に
使
用
す
る
新
し
い
保
険

３０

１０

証
は
、
９
月
中
に
、
す
べ
て
の
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
の
方
へ
お
送
り
し
ま
す
（
窓
口
負
担
割
合
が
変
更
と
な
ら
な
い
方
も
含
み
ま
す
）。

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
～
保
険
証
を
一
斉
更
新
し
ま
す
！

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う
医
療
費
の

自
己
負
担
割
合
は
、
前
年
の
所
得
に
よ
り

１
割
（
一
般
）
と
３
割
（
現
役
並
み
所
得

者
）
に
分
か
れ
ま
す
。

※
自
己
負
担
割
合（
１
割
ま
た
は
３
割
）は
、

有
効
期
限
内
で
も
所
得
や
世
帯
構
成
の

変
更
に
よ
り
再
判
定
と
な
り
、
負
担
割

合
が
変
更
に
な
る
場
合
に
は
、
新
し
い

保
険
証
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

■
現
役
並
み
所
得
者
と
は

　
市
民
税
課
税
所
得
が
1
4
5
万
円
以
上

あ
る
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
（
以

下
、「
加
入
者
」
と
い
い
ま
す
）
及
び
そ
の

方
と
同
じ
世
帯
の
加
入
者
は
、
負
担
割
合

が
３
割
の
「
現
役
並
み
所
得
者
」
に
な
り

ま
す
。
な
お
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
戸

籍
保
険
グ
ル
ー
プ
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ

り
、
１
割
負
担
に
な
り
ま
す
。

▼
同
一
世
帯
に
加
入
者
が
１
人
の
場
合

　
加
入
者
本
人
の
収
入
額
が
3
8
3
万
円

未
満
の
と
き
。
ま
た
は
同
一
世
帯
の
　
歳
７０

　
現
在
使
用
中
の
「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」（
以
下
「
減
額
認
定

証
」
と
い
い
ま
す
）
ま
た
は
「
限
度
額
適

用
認
定
証
（
以
下
「
限
度
証
」
と
い
い
ま

す
）
は
、
保
険
証
と
同
時
期
に
更
新
さ
れ

ま
す
。
保
険
証
と
同
様
に
新
し
い
減
額
認

定
証
及
び
限
度
証
が
届
き
ま
し
た
ら
、
古

い
も
の
は
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
ま
た
は
限
度
証
の

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

　
入
院
し
た
と
き
は
、
医
療
費
の
自
己
負

担
額
の
ほ
か
、
食
事
代
な
ど
の
標
準
負
担

額
（
次
ペ
ー
ジ
表
２
）
を
支
払
い
ま
す
。

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で
減
額
認
定

証
を
ま
だ
お
持
ち
で
な
い
方
は
、
入
院
し

た
場
合
に
減
額
認
定
証
が
必
要
と
な
り
ま

す
の
で
、
必
ず
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
へ
減

額
認
定
証
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示
す
る

と
、
食
事
代
の
減
額
の
ほ
か
医
療
費
の
支

払
い
も
自
己
負
担
限
度
額
（
次
ペ
ー
ジ
表

１
）
ま
で
と
な
り
ま
す
。

　
な
お
、
減
額
認
定
証
が
有
効
と
な
る
の

は
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の
初
日
か
ら
と

な
り
ま
す
。
申
請
が
遅
れ
る
と
、
医
療
費

は
申
請
に
よ
り
払
い
戻
し
を
受
け
る
こ
と

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

問い合わせ
戸籍保険グループ

市役所１階

緯４２-３２１７

●
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合

か
ら
　
歳
ま
で
の
方
と
加
入
者
本
人
の
収

７４

入
の
合
計
が
５
２
０
万
円
未
満
の
と
き
。

▼
同
一
世
帯
に
加
入
者
が
２
人
以
上
の
場

合
　
加
入
者
本
人
の
収
入
額
が
5
2
0
万
円

未
満
の
と
き
。

※
原
則
と
し
て
、
申
請
日
の
属
す
る
月
の

翌
月
か
ら
適
用
さ
れ
ま
す
。

【
例
】
８
月
　
日
に
申
請
→

１６

　
　
　
　
　
　
　
　
９
月
１
日
か
ら
適
用

色
は
水
色
に
変
わ
り
ま
す
。

■
減
額
認
定
証
の
適
用
区
分

　
自
己
負
担
限
度
額
等
の
軽
減
区
分
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▼
区
分
Ⅱ
　
世
帯
全
員
が
市
民
税
非
課
税

の
方

▼
区
分
Ⅰ
　
区
分
Ⅱ
に
該
当
す
る
方
の
う

ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
世
帯
全
員
が
所
得
０
円
（
公
的
年
金
収

入
の
み
の
場
合
受
給
額
　
万
円
以
下
）

８０

▽
老
齢
福
祉
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

■
限
度
証
の
適
用
区
分

　
自
己
負
担
限
度
額
等
の
軽
減
区
分
は
次

の
と
お
り
で
す
。

▼
現
役
並
み
Ⅲ
　
市
民
税
課
税
所
得
が
６

９
０
万
円
以
上
の
被
保
険
者
と
そ
の
方

と
同
一
世
帯
に
い
る
被
保
険
者
の
方

▼
現
役
並
み
Ⅱ
　
現
役
並
み
Ⅲ
に
該
当
せ

ず
、
市
民
課
税
所
得
が
３
８
０
万
円
以

上
の
被
保
険
者
と
、
そ
の
方
と
同
一
世

帯
に
い
る
被
保
険
者
の
方

▼
現
役
並
み
Ⅰ
　
現
役
並
み
Ⅲ
・
Ⅱ
に
該

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

●
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定

証
ま
た
は
限
度
額
適
用
認
定
証
の
更
新

●
入
院
し
た
と
き
の
医
療
費
と
食
事
代
等

が
で
き
ま
す
が
、
食
事
代
等
は
払
い
戻
し

で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

当
し
な
い
3
割
負
担
の
方
と
、
そ
の
方

と
同
一
世
帯
に
い
る
被
保
険
者
の
方
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後期高齢者医療制度～保険証を一斉更新します！

●
高
額
療
養
費

　
１
か
月
の
医
療
費
の
自
己
負
担
が
限
度

額
（
表
１
）
を
超
え
た
と
き
、
超
え
た
額

が
高
額
療
養
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
な
お
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

減
額
認
定
証
を
医
療
機
関
に
提
示
し
、
入

院
及
び
外
来
医
療
費
の
額
に
よ
っ
て
は
、

自
己
負
担
限
度
額
ま
で
と
な
り
病
院
窓
口

で
の
負
担
が
軽
減
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
へ
減
額
認

定
証
の
交
付
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
（
減

額
認
定
証
は
一
度
申
請
す
れ
ば
毎
年
自
動

更
新
と
な
り
ま
す
）。

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

自己負担限度額
区 分 外来＋入院

〔世帯単位〕
外来

〔個人単位〕

（医療費総額－842,000円）
　　　　　　　　×１％＋252,600円

（多数該当140,100円※）

課税所得
690万円以上現役Ⅲ

現役並み
所得者

（医療費総額－558,000円）
　　　　　　　　×１％＋167,400円

（多数該当　93,000円※）

課税所得
380万円以上現役Ⅱ

（医療費総額－267,000円）
　　　　　　　　×１％＋   80,100円

（多数該当　44,400円※）

課税所得
145万円以上現役Ⅰ

57,600円
（多数該当
　　44,400円※）

18,000円
（年額上限
　　144,000円）

一 般

24,600円
8,000円

区分Ⅱ
市民税非課税世帯

15,000円区分Ⅰ

※過去12か月の高額療養費の支給が４回目からは多数該当が適用されます。

【表１】１か月の医療費自己負担限度額

【表２】入院時の食事代などの標準負担額

左以外の入院療養病床への入院
区 分

食事代(１食)居住費(１日)食事代(１食)

460円370円460円現役並み所得者・一般

210円厚生労働大臣
の定める者（指
定難病患者を
除く）は370円、
指定難病患者
は0円

210円
90日までの入院

区分Ⅱ
市民税
非課税
世 帯

160円過去12か月で90
日を超える入院

100円
130円80万円以下の年

金受給者
区分Ⅰ

　　0円100円老齢福祉年金受
給者

※減額認定証の適用区分が区分Ⅱの方で、「長期入院該当年月日」欄に日付
が未記入であり、過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、申請す
ることにより食事代がさらに減額されます。領収書等の入院日数が確認
できるものを持参のうえ、戸籍保険グループへお越しください。

　
発
送
月
は
１
月
上
旬
と
２
月
下
旬
の
年

２
回
で
す
。

※
こ
の
通
知
は
、
確
定
申
告
の
手
続
き
で

「
医
療
費
控
除
」の「
医
療
費
の
明
細
書
」

と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
に
健
康
や
医
療
に

対
す
る
理
解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、

医
療
費
総
額
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
す

る
「
医
療
費
通
知
」
を
医
療
機
関
等
を
受

診
し
た
全
て
の
被
保
険
者
の
皆
さ
ま
へ
送

付
し
ま
す
。

●
医
療
費
通
知
の
発
行

●
高
額
介
護
合
算
療
養
費

　
同
じ
世
帯
の
加
入
者
が
１
年
間
に
支
払

っ
た
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と
介
護
保
険

の
自
己
負
担
額
の
合
計
が
限
度
額
を
超
え

た
場
合
、
そ
の
超
え
た
額
が
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
及
び
介
護
保
険
か
ら
支
給
さ
れ

ま
す
。

自己負担額の合計の限度額区 分

【課税所得690万円以上】212万円

現役並み
所得者

【課税所得380万円以上】141万円

【課税所得145万円以上】 67万円

56万円一 般

31万円区分Ⅱ市民税
非課税
世帯 19万円区分Ⅰ

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

※
高
額
介
護
療
養
費
の
限
度
額
が
、
次
の

と
お
り
見
直
し
さ
れ
ま
す
。
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福祉医療助成制度のお知らせ
　市では、北海道と協力して各医療費の助成制度を実施しています。いずれかの健康保険に加入されている
方で、次の制度に該当する場合は、申請により医療費が助成されます。

＜問い合わせ・申し込み　戸籍保険グループ　市役所１階緯42-3217＞

●重度心身障がい者医療
　次のいずれかに該当する方にかかる医療費
①身体障害者手帳の等級が１級または２級の方及び
３級の一部（心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、
直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝
臓の機能にかかる障がい）の方
②重度の知的障がいがある方
③精神保健福祉手帳１級に該当する方（外来、訪問看
護のみ）

■各医療費の助成内容

市民税課税世帯（18歳に達する日の年度の末日までの
子どもを除く）
　医療費負担は１割です。ただし、１か月に負担する医
療費が下表の限度額を超えた場合は、申請により超えた
分が支給されます。
【１か月の自己負担限度額】

18,000円
（年額上限144,000円）外来（個人単位）

57,600円
（多数該当44,400円※）入院＋外来（世帯単位）

※過去12か月の自己負担限度額を超えたことによる助
　 成が４回目からは多数該当が適用されます。

市民税非課税世帯（18歳に達する日の年度の末日まで
の子どもを除く）
　医療費は無料です。ただし、初診に限り、下表の額を
限度とする初診時一部負担金がかかります。
【初診時一部負担金】

柔道整復歯　科医　科
270円510円580円

18歳に達する日の年度の末日までの子ども

　医療費は無料です。

※医療機関によっては一度自己負担が必要になる場合が
あります。

　各医療費の助成内容は次の表のとおりです。

●子ども医療
　　上記以外の子ども（18歳に達する日の年度の末
　日まで）にかかる入院・外来医療費

▼収入要件 
　　対象者本人が18歳に達する日の年度の末日ま
では特別な場合を除き収入要件はありません。そ
れ以外は、収入要件があり状況によっては認定さ
れない場合があります。

●ひとり親家庭等医療
①20歳未満の子を扶養または監護しているひとり
親家庭の母または父の入院医療費
②①の家庭の子の入院・外来医療費
③両親の死亡や行方不明などにより、他の家庭で扶
養されている20歳未満の子の入院・外来医療費
※18歳以上の子は一定の要件が必要。

　夏場は、刈払機や草刈機を使って家庭の庭木の手入れなどを行う機会が多くなります。
　刈払機は、鋭利な刈刃がついており、使用中は高速で回転するため、慎重に取り扱わ
ないと指や脚などの骨折や切断などといった取り返しのつかない重篤なケガにつなが
る危険性があります。
　刈払機を使う際は、特に以下の点に気をつけましょう。

刈払機（草刈機）の使用中の
事故にご注意ください！

問い合わせ　環境交通グループ（市役所1階緯42-3217）

・ヘルメット、保護メガネや防振手袋など、保護具を必ず装着し、事前に機器の点検を行ってから作業を
　しましょう。
・作業をする前に小石や枝、硬い異物などを除去し、半径15ｍ以内に人がいないか確認して作業をしま
　しょう。
・障害物や地面などにぶつかって起きる刈刃の跳ね（キックバック） に注意しましょう。
・刈刃に詰まった草や異物を取り除く際は、必ず機器を止めてから行いましょう。
・作業者の家族や周囲の方は、作業者が安全対策をきちんと行っているか一緒に確認し、作業中も作業
　者に変わったことがないかを常に意識するようにしましょう。
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▼
法
定
免
除

①
障
害
年
金
を
受
給
し
て
い
る
方

②
生
活
保
護
法
に
基
づ
く
生
活
の

扶
助
を
受
け
て
い
る
方

▼
申
請
免
除

　
前
年
の
所
得
が
次
の
①
か
ら
④

に
示
す
金
額
以
下
と
な
る
方

①
全
額
免
除
…
（
扶
養
親
族
等
の

　
数
＋
１
）
×
　
万
円
＋
　
万
円

３５

３２

②
４
分
の
３
免
除
…
　
万
円
＋
扶

８８

　
養
親
族
等
控
除
額
＋
社
会
保

　
険
料
控
除
額
等

③
半
額
免
除
…
１
２
８
万
円
＋
扶

　
養
親
族
等
控
除
額
＋
社
会
保

　
険
料
控
除
額
等

④
４
分
の
１
免
除
…
１
６
８
万
円

　
＋
扶
養
親
族
等
控
除
額
＋
社

　
会
保
険
料
控
除
額
等

※
本
人
、
世
帯
主
、
配
偶
者
の
所

得
で
審
査
さ
れ
、
全
額
免
除
以

外
は
、
減
額
後
の
保
険
料
を
納
  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

  ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

め
忘
れ
る
と
未
納
扱
い
に
な
り

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▼
納
付
猶
予
制
度

　
所
得
が
少
な
い
　
歳
未
満
の
方

５０

は
、
申
請
に
よ
り
保
険
料
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

　
所
得
基
準
は
全
額
免
除
と
同
様

で
す
が
、
世
帯
主
の
所
得
は
除
き
、

本
人
と
配
偶
者
の
所
得
の
み
で
審

査
さ
れ
ま
す
。

▼
学
生
納
付
特
例
制
度

　
　
歳
以
上
の
学
生
に
つ
い
て
は
、

２０
毎
年
申
請
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
卒

業
ま
で
保
険
料
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

本
人
の
所
得
で
審
査
さ
れ
ま
す
。

▼
失
業
に
よ
る
特
例
免
除

　
失
業
し
た
場
合
も
、
保
険
料
の

納
付
が
免
除
・
猶
予
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
世
帯
主
と
配
偶
者

の
所
得
で
審
査
さ
れ
ま
す
。

　
免
除
期
間
は
、
７
月
か
ら
翌
年

の
６
月
ま
で
（
学
生
納
付
特
例
に

つ
い
て
は
、
４
月
か
ら
翌
年
３
月

ま
で
）
で
す
。
２
年
１
か
月
前
の

分
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
免
除
申
請

を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
原
則
と
し
て
、
毎
年
申
請
が
必

要
で
す
が
、
全
額
免
除
に
該
当
さ

れ
た
方
や
納
付
猶
予
に
つ
い
て
は
、

申
請
時
に
「
継
続
申
請
」
を
希
望

す
る
と
、
翌
年
度
か
ら
の
申
請
手

続
き
が
不
要
に
な
り
ま
す
。

※
失
業
等
に
よ
る
特
例
免
除
承
認

者
は
翌
年
度
も
申
請
が
必
要
で

す
。

　
砂
川
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
役

所
の
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
窓
口
で
、

次
の
書
類
を
持
参
し
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

▽
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド

▽
国
民
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
が
記
入
さ
れ
た
通
知
書

▽
退
職（
失
業
）し
た
方
が
申
請

を
行
う
と
き
は
、
退
職
し
た
こ

と
を
確
認
で
き
る
書
類
（
雇
用

保
険
受
給
者
証
、
雇
用
保
険
被

保
険
者
離
職
票
の
写
し
な
ど
）

　
保
険
料
の
免
除
や
納
付
猶
予
を

受
け
た
期
間
が
あ
る
と
き
は
、
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
と
比

べ
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
年
金
受
給
額
の
減
額

を
防
ぐ
た
め
に
、
免
除
ま
た
は
納

付
猶
予
を
受
け
て
か
ら
　
年
以
内

１０

で
あ
れ
ば
、
保
険
料
を
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
追
納
す
る
際
に
、
免
除

ま
た
は
納
付
猶
予
を
受
け
て
か
ら

２
年
以
上
経
過
し
て
い
る
場
合
は
、

経
過
期
間
に
応
じ
た
加
算
額
が
保

険
料
に
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

▽
学
生
証
の
写
し

※
原
則
と
し
て
所
得
を
証
明
す
る

書
類
の
添
付
は
不
要
で
す
が
、

住
所
変
更
な
ど
で
所
得
の
確
認

が
で
き
な
い
方
は
、
課
税
証
明

書
、
源
泉
徴
収
票
、
確
定
申
告

書
な
ど
の
写
し
の
添
付
が
必
要

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

国民年金保険国民年金保険料料ににはは

免除制免除制度度ががあありりまますす

●
免
除
の
種
類
と
対
象
と
な
る
方

●
免
除
・
猶
予
と
な
る
期
間

●
免
除
・
猶
予
の
手
続
き

●
保
険
料
は
追
納
で
き
ま
す

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
制
度
は
、
収
入
減
少
や
失
業
な
ど
に
よ
る
経

済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
に
、
申
請
に
よ
っ

　
　
　
　
　〈
戸
籍
保
険
グ
ル
ー
プ
　
市
役
所
１
階
緯
４
２
・
３
２
１
７
〉

と
が
で
き
ま
す
。

入
さ
れ
る
の
で
、
万
一
の
場
合
で
も
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
を
受
け
る
こ

　
免
除
申
請
を
行
い
承
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
期
間
も
年
金
加
入
期
間
に
算

て
保
険
料
の
全
部
、
ま
た
は
一
部
の
納
付
が
免
除
さ
れ
る
制
度
で
す
。
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■
令
和
３
年
度
歌
志
内
市
繰
越
明

許
費
繰
越
計
算
書
に
つ
い
て

　
第
１
回
定
例
会
に
提
出
し
議
決

さ
れ
た
、
令
和
４
年
度
に
繰
り
越

す
次
の
事
業
の
繰
越
計
算
書
に
つ

い
て
報
告
し
ま
し
た
。

▼
翌
年
度
繰
越
額

▽
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
事
業

　
　
　
　
　
　
１
３
８
万
６
千
円

▽
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
臨
時
特

別
給
付
金
給
付
事
業

　
　
　
　
　
１
６
７
７
万
５
千
円

▽
公
共
下
水
道
事
業

　
　
　
　
　
　
１
３
５
万
２
千
円

▼
貸
借
対
照
表

▽
資
産
合
計

　
２
億
６
８
１
２
万
６
０
４
５
円

▽
負
債
合
計

　
　
　
１
４
６
８
万
１
５
６
６
円

▽
純
資
産
合
計

　
２
億
５
３
４
４
万
４
４
７
９
円

▽
利
益
剰
余
金

　
　
△
３
８
５
５
万
５
５
２
１
円

■
株
式
会
社
歌
志
内
振
興
公
社
第

　
期
事
業
報
告
及
び
第
　
期
事

３９

４０

業
計
画
に
つ
い
て

　
㈱
歌
志
内
振
興
公
社
の
令
和
３

年
度
決
算
な
ど
の
事
業
報
告
や
令

和
４
年
度
の
事
業
収
支
計
画
等
が

報
告
さ
れ
ま
し
た
。

【
決
算
等
の
概
要
】

▼
利
用
状
況

▽
入
館
者
数

　
　
　
　
　
　
　
万
８
８
１
６
人

１１

▽
宿
泊
者
数

　
　
　
　
　
　
　
　
３
８
９
３
人

▼
損
益
計
算
書

▽
純
売
上
高

　
　
　
８
０
３
４
万
５
２
８
４
円

▽
売
上
原
価

　
　
　
１
６
１
５
万
３
９
７
１
円

▽
販
売
費
及
び
一
般
管
理
費

　
１
億
２
３
７
６
万
５
６
９
３
円

▽
営
業
損
失

　
　
　
５
９
５
７
万
４
３
８
０
円

▽
営
業
外
収
益

　
　
　
　
　
　
　
万
７
９
０
３
円

２０

▽
経
常
損
失

　
　
　
５
９
３
６
万
６
４
７
７
円

▽
特
別
利
益

　
　
　
　
６
３
３
２
万
３
８
６
円

▽
当
期
純
損
益

　
　
　
　
３
６
３
万
１
９
０
９
円

NEWS

議会の動き
第2回定例会

6月14日から会期4日間で開催

■
歌
志
内
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

条
例
を
廃
止
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て

　
歌
志
内
市
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

に
つ
い
て
、
施
設
の
老
朽
化
や
利

用
者
の
減
少
及
び
シ
ル
バ
ー
セ
ン

タ
ー
の
解
散
に
伴
い
運
営
が
困
難

に
な
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
公
の

施
設
と
し
て
の
用
途
を
廃
止
す
る

た
め
、
歌
志
内
市
老
人
福
祉
セ
ン

タ
ー
条
例
を
廃
止
し
ま
し
た
。

■
北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
北
海
道
市
町
村
職
員
退
職
手
当

組
合
を
組
織
す
る
団
体
に
上
川
中

部
福
祉
事
務
組
合
を
加
え
る
た
め
、

規
約
の
一
部
を
変
更
し
ま
し
た
。

■
北
海
道
市
町
村
総
合
事
務
組
合

規
約
の
変
更
に
つ
い
て

　
北
海
道
市
町
村
総
合
事
務
組
合

を
組
織
す
る
団
体
に
上
川
中
部
福

祉
事
務
組
合
を
加
え
る
た
め
、
規

約
の
一
部
を
変
更
し
ま
し
た
。

■
令
和
４
年
度
歌
志
内
市
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　
歳
入
歳
出
予
算
に
４
億
４
９
４

６
万
２
千
円
を
追
加
し
、
予
算
総

額
を
　
億
８
４
６
万
２
千
円
と
し

４７

ま
し
た
。

　
補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
次
の

と
お
り
で
す
。

【
歳
　
出
】

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
ワ
ク
チ

ン
接
種
事
業
に
係
る
健
康
診
断

等
委
託
料
の
増

　
　
　
　
　
　
７
３
５
万
９
千
円

▽
商
業
施
設
等
建
設
事
業
の
増

　
　
　
　
４
億
２
９
１
万
７
千
円
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▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
策
事
業
に
係
る
大
学
生
等
学

業
応
援
事
業
の
増

　
　
　
　
　
　
　
　
５
０
４
万
円

【
歳
　
入
】

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

対
応
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
の

増
　
　
　
　
　
　
　
３
９
３
９
万
円

▽
財
政
調
整
基
金
の
減

　
　
　
　
　
　
　
２
９
０
０
万
円

▽
過
疎
地
域
持
続
的
発
展
特
別
事

業
基
金
の
減

　
　
　
　
　
　
　
１
０
２
８
万
円

▽
公
共
施
設
等
整
備
基
金
繰
入
金

の
増

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４
億
円

　
９
月
６
日
で
任
期
満
了
と
な
る

 山
  中
  隆
  志
 氏
の
再
任
に
つ
い
て
、

や
ま
 な
か
 た
か
 
し

議
会
の
同
意
を
得
ま
し
た
。〈
任

期
３
年
間
〉

■
市
内
文
珠

　
　
　
　
　
　
　
　
山
中
隆
志
氏

※
再
任
の
た
め
略
歴
は
省
略
し
ま

す
。

■
環
境
教
育
の
推
進
及
び
カ
ー
ボ

ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
達
成
に
向
け

た
学
校
施
設
の
Ｚ
Ｅ
Ｂ
化
の
さ

ら
な
る
推
進
を
求
め
る
意
見
書

■
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
参
加
・

署
名
・
批
准
を
行
う
こ
と
を
求

め
る
意
見
書

　
　
　〈
６
月
　
日
・
議
員
提
出
〉

１７

　
他
５
件
の
意
見
書
が
原
案
ど
お

り
可
決
さ
れ
、
内
閣
総
理
大
臣
な

ど
各
関
係
先
に
送
付
さ
れ
ま
し
た
。
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第７２回「社会を明るくする運動」

　７月は「社会を明るくする運動」強調月間です。

　この運動は、全ての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生について理解を深め、そ

れぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動で、今年も

「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」をテーマに運動が展開されます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＜福祉事業グループ　市役所２階緯４２-３２１３＞

犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

　社会を明るくする運動は、今年で72回目を迎える全国的な運動です。
　テレビや新聞では、毎日のように事件のニュースなどが報道されていますが、犯罪や非行をなくすた
めには、どうすればよいのでしょうか。
　安全で安心な暮らしは全ての人の望みです。取り締まりを強化して、あやまちを犯した人を処罰する
ことも必要なことです。しかし、立ち直ろうと決意した人を社会で受け入れていくことや、犯罪や非行
をする人を生み出さない家庭や地域社会をつくることも大切なことではないでしょうか。
　刑罰を受け、あやまちを深く反省し、再び生きていくことは、決して容易なことではありません。
　犯罪や非行をなくすことや、あやまちからの立ち直りを支えていくためには、一部の人たちだけでは
なく、家庭や地域の全ての人たちがそれぞれの立場で関わっていく必要があります。
　犯罪や非行のない明るい社会をつくるために、皆さんの温かいご支援とご協力をお願いします。

７月は青少年の非行・被害防止
道民総ぐるみ運動強調月間！

●青少年を非行から守ろう
　1．SNS利用に係る子どもの性被害等の防止
　2．有害環境への適切な対応
　3．薬物乱用対策の推進
　4．不良行為及び初発型非行（犯罪）等の防止
　5．再非行（犯罪）の防止
　6．いじめ・暴力行為等の問題行動への対応
　7．社会を明るくする運動の推進
　8．「道民家庭の日」の普及
※初発型非行とは万引きや自転車窃盗のように動機が単純で犯行が容易な犯罪行為です。

●子どもは社会を映す鏡
　子どもたちのために、大人が率先して実践すべきことがたくさんあります。まず、大人自身が変わる
こと。そして子どもたちを温かく見守り、支えてあげること。行動や後ろ姿で、大切なことを示せる大
人になりましょう。

●家族の時間を大切に
　北海道青少年育成協会では、家族団らんの時間を増やすことを提唱しています。毎月第３日曜日を「道
民家庭の日」と定め、この日は家族そろっての食事や、家庭的作業を行うことを勧めています。子どもに
とって、家庭は社会の出発点。非行防止は家庭から。家族が触れ合う時間を大切にしてください。

　北海道では７月を「青少年の非行・被害防止道民総ぐるみ運動強調月間」と定め、社会を明るくする

運動と一体的な活動を実施します。

　この機会に、青少年非行に対する共通の理解と認識を深め、青少年に悪影響を及ぼす環境の排除を心

がけるなど、市民の皆さんのご協力をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　＜青少年センター・社会教育グループ　緯４２-４２２３＞
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ひ
と
り
ご
と

ど
う
畑
のNo.35

〈
地
域
お
こ
し
協
力
隊
　
太
田
〉

　
ぶ
ど
う
の
芽
が
日
に
日
に
伸
び
る
こ

の
時
期
は
、
畑
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
満
ち

あ
ふ
れ
て
い
て
大
好
き
な
季
節
で
す
。

　
し
か
し
、
柔
ら
か
い
芽
や
葉
は
、
虫

た
ち
の
好
物
で
も
あ
り
ま
す
。「
今
年
は

虫
が
多
い
」
と
い
う
声
が
空
知
管
内
の

先
輩
農
家
か
ら
聞
か
れ
ま
す
。
歌
志
内

の
畑
も
例
に
漏
れ
ず
、
昨
年
よ
り
も
虫

に
食
べ
ら
れ
た
芽
や
葉
が
目
立
ち
ま
す
。

5
月
に
強
い
雨
が
降
ら
ず
、
羽
の
あ
る

虫
が
繁
殖
し
や
す
い
天
気
が
続
い
た
こ

と
が
一
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
加
え
て
、
ぶ
ど
う
の
樹
が
樹
齢
を
重

ね
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
と
思
い
ま

す
。
と
い
う
の
も
、
ぶ
ど
う
を
好
む
虫

は
、
ぶ
ど
う
の
枝
や
土
の
中
で
卵
や
幼

虫
の
形
態
で
越
冬
し
た
後
、
翌
春
に
孵

化
・
繁
殖
す
る
と
い
う
サ
イ
ク
ル
を
繰

り
返
し
て
、
畑
の
中
に
定
着
し
て
い
く

か
ら
で
す
。
歌
志
内
の
畑
に
再
び
ぶ
ど

う
が
植
え
ら
れ
て
今

年
で
6
年
目
に
な
り

ま
す
か
ら
、
虫
た
ち

に
「
居
心
地
の
い
い

場
所
が
あ
る
ぞ
」
と

バ
レ
て
し
ま
っ
た
よ

う
で
す
。

　
虫
へ
の
対
処
の
基
本
は
「
テ
デ
ト
ー

ル
」。
虫
を「
手
で
、
取
る
」
！
加
え
て
、

薬
剤
を
散
布
す
る
、
畝
間
の
草
（
＝
虫

の
す
み
か
）
を
刈
る
量
を
調
節
す
る
、

と
い
っ
た
こ
と
も
し
て
い
ま
す
。

　
灰
色
か
び
病
を
は
じ
め
と
す
る
ぶ
ど

う
の
病
気
も
同
様
で
、
き
ち
ん
と
対
処

し
な
い
と
、
越
冬
し
、
毎
年
し
つ
こ
く

姿
を
表
し
ま
す
。
虫
や
菌
の
ラ
イ
フ
サ

イ
ク
ル
を
理
解
す
る
こ
と
に
努
め
、
ど

う
い
っ
た
工
夫
が
で
き
る
か
、
近
隣
の

農
家
と
も
情
報
交
換
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

津波から身を守る

　問い合わせ　札幌管区気象台　防災調査課（緯 011-611-6149）

・強い揺れを感じた時には、直ちに「より高いところ」を目指して逃げまし
ょう。

・揺れを感じていなくても、津波フラッグや津波警報等を見たり聞いたりし
たら、すくに避難行動をとりましょう。

　平成5年7月12日、北海道南西沖で発生した地震により大きな津波が発生
し多くの犠牲者が出てしまいました。
　とにかく早い判断をし、すぐに高台へ逃げるため、津波警報等（大津波警
報・津波警報・津波注意報）の発表を知る手段として、令和２年夏から視覚
による伝達である「津波フラッグ」が加わっています。
　津波フラッグ（赤白格子模様の旗）は、海外では、海からの緊急避難を知
らせる旗として多く用いられています。

・津波は繰り返し襲ってきて、あとから来る津波の方が高くなることがあり
ます。避難後は最新の情報を確認し、津波警報等が出ている間は避難を続
けてください。

＜庶務グループ＞

●海の近くに出かけた際など、津波から身を守るために

▲津波フラッグのデザイン

～津波の情報を見聞きしたら～



問い合わせ 保健介護グループ  （市役所２階  ☎ 42-3213）

あなたの健康を応援します!
Let’ s 健康！

1199 令和４年７月号

　今回のレッツ健康は“メタボリックシンドローム”についてです。
　メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪の蓄積に加えて、「脂質異常」、「高血糖」、「高血圧」を２つ以
上該当した状態を言います。
　メタボリックシンドロームは動脈硬化を促進させ、狭心症や心筋梗塞など「冠動脈疾患」を発症する
危険性を高めます。
※単に腹囲が大きいだけでは、メタボリックシンドロームにはあてはまりません。

　メタボリックシンドロームは、過食や運動不足といった生活習慣によって生じる「内臓脂肪の蓄
積」が基盤となっておこります。
　内臓脂肪の減量を目的として生活習慣を改善し、脂質異常などの危険因子を改善することで、冠
動脈疾患を予防することができます。
　メタボリックシンドロームか否かは、血液検査を受けないとわかりません。病院で検査をしてい
ない方は、是非市で実施する健康診査をお受けください。
　くわしくは、保健介護グループへご連絡ください。

●危険因子数と冠動脈疾患 ～危険因子が重複すると発症率が急激に上昇する

　冠動脈疾患の危険因子が０のときの
冠動脈疾患の発症率を1.00とすると、
危険因子のひとつひとつが軽度であっ
ても、重複する度合いに応じて発症率
は急激に上昇していきます。

●メタボリックシンドロームの診断基準

※脂質異常症、高血圧症、糖尿病で治療中の方も含まれます。

冠
動
脈
疾
患
の
発
症
率

冠動脈疾患の危険因子数

※危険因子：肥満、脂質異常、高血糖、高血圧

３
つ
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う
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以
上

脂
質
異
常

高
血
圧

高
血
糖

中性脂肪 150mg/dL以上 
かつ／または

HDLコレステロール 40mg/dL未満

最高血圧 130mmHg以上 
かつ／または

最低血圧 85mmHg以上

空腹時血糖値 110mg/dL以上

腹囲
　男性　85cm以上 
　女性　90cm以上 


